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在宅医療等の医療需要推計（西北五地域）

H37医療需要
（西北五地域）

在宅医療等の医療需要の推計（全県）

○ 青森県地域医療構想では、平成３７年における在宅医療等の医療需要を１６，１７９人／日と推計している。
○ 在宅医療等とは、居宅、有料老人ホーム、介護老人保健施設など病院・診療所以外の場所で提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応
可能な患者の受け皿となることを想定している。特に人口が分散しているへき地等を含む町村部については、病院周辺の介護施設への集約なども含
め、 地域の実情に合った在宅医療提供体制を検討する。

５９２

（西北五地域の特徴）
１．平成３７年までに「入院医療から在宅医療等へ移行」（下図①）と推計される
患者数が多い。
→ 医療の必要度の比較的少ない（診療点数が低い）患者が多く入院している。
２．平成29年度末に廃止予定とされている介護療養病床が３９９床（４病院）と県
内で最も多い。

①入院から
在宅医療等
へ移行

H25→H37の医療需要増加分
611人/日の対応方策

（１） 介護老人保健施設の
整備
①施設整備
②介護療養病床の老健等へ
の施設転換

（２）訪問診療
①自宅での在宅医療の提供
②有料老人ホームやサ高住
への訪問診療の拡大

②介護老人
保健施設

５９４

計１，３６４

資料４－２

単位(人/日)
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③訪問診療

１７８H25→H37の医療需要の増分
は、性・年齢階級別人口の推
移をもと計算したもの

7

※市町村は、次期介護保険事業支援計画（H30～）策定時
には、在宅医療の医療需要の増加分を考慮して介護老人
保険施設の整備などサービス量を見込むことが必要。

介護保険事業支援計画（H27～）
のH37年の見込量

H37医療需要と介護保険事業支援
計画（H27～）H37見込量との差

587

H25の医療需要（実績）166

12 H37医療需要－H25医療需要

592 新たに在宅医療（②介護老人保健
施設、③訪問診療）の確保が必要

計611

うち、新たに在宅医療
の確保が必要な量

H25→H37の医療需要の増分
は、性・年齢階級別人口の推
移をもとに計算したもの

は、新たに在宅医療確保が必要となる部分（注）
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① ２４時間体制の訪問看護ステーションの増加
② ２４時間対応の介護事業者の増加
③ 在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する薬局の増加
④ 病院の近くに在宅医療等の対象となる有料老人ホーム、サ高住を整備するなど在宅医療等の提供側・受け手側
双方の都合を考慮した街づくり
⑤ 点在する住居を街の中心部に集約するといった訪問診療を実施しやすい街づくり
⑥ 遠隔医療を実施するためのＩＣＴ環境整備の促進
⑦ 入院から退院までのルール作り（弘前保健所の例）
⑧ 国検討の「医療機能を内包した施設系サービス」、「医療を外から提供する居住スペースと医療機関の併設」の制
度化
⑨ その他

在宅医療等の確保の方向性～各主体がどの問題にどのように取り組むべきか～

（１）介護老人保健施設の整備
（２）介護療養病床の老健等への施設転換
（３）自宅での在宅医療の提供
（４）有料老人ホームやサ高住への訪問診療の拡大

２．各病院が在宅医療等に取り組むためには何が必要か

１．H25→H37（在宅医療等の医療需要）増加分（611人/日）への対応方策

【参考】
①在宅療養支援診療所 ：地域において在宅医療を支える２４時間の窓口として、他の病院、診療所等と連絡を図りつつ、２４時間往

診、訪問看護等を提供する診療所（西北五地域の施設数：５）
②在宅療養支援病院 ：診療所のない地域において、在宅療養支援診療所と同様に在宅医療の主たる担い手となっている病院

（西北五地域の施設数：０）
③在宅療養後方支援病院 ：２００床以上の病院で、在宅医療で急変した患者の入院受け入れ体制を持ち、在宅療養支援診療所、在宅

療養支援病院を、後方で支える役割を発揮する。 （西北五地域の施設数：１つがる総合病院）
２



【へき地等地域医療を支援する事業のイメージ図】

○無医地区
○近隣に医療機
関
がない地区

バス待機所

病 院
診療所

買い物
銀行
役場
入浴
食事
集い 等

薬剤師が薬を
届けた際、本人
の生活状況等
を聞き、情報提
供

保 健 師管理栄養士ケアマネ（民生委員）

保健指
導
健康相
談

栄養指導
食事相談介護サービス相

談

（安否確認）

保健・医療・福祉包括ケアシステム

薬 局
処方せん
ＦＡＸ

通院支援事業に
買い物等生活面
での付加価値が
生じれば、利用
者のメリットはより
大きくなる

注 事業実施市町村において、既存の
公共交通機関との連携を図る。
また、高齢者の運転免許証自主返納
につなげることも検討する。

事業実施主体：市町村
県の役割：事業費補助（㉘～㉙予算計上予定）

関係部局との連携
実施市町村への助言 等

患 者 像

慢性疾患で定期受診する高齢者で、自宅から
数十メートル程度の歩行が可能（移動）が
可能な者
・ 整形系（足腰の痛み、変形）
・ 内科系（高血圧、糖尿病、高脂血症）
・ 神経系（リウマチ、神経痛）
・ 眼科（白内障、緑内障）

Ａ 多機能型車両等の活用
・患者宅に出向く
・エコー等のデータを主治医
に送信

B 集会場等での遠隔診療
・患者に来てもらう
・ＰＣで対面環境

↓

【遠隔診療】
問診、指示、処方等

医療ＩＣＴによる
患者の利便性アップ

スクールバスの有効活用
→ 通学と通院のコラボによる
児童（生徒）と高齢者の交流

集会所 等

遠隔診療
問診、指示、処方等

遠薬剤配送
サービス

特に無医地区、へき地等地域住民の医療を受ける
環境の維持、向上に努めるとともに、医療を受ける
仕組み（通院）と連携した生活面での付加価値
（買い物や入浴などをセットにした仕組み）について、
取組を進める市町村に補助を行う。

人口減少、少子高齢化の進展
へき地等地域医療機関で勤務する医師の減少
（診療所の廃止）
公共交通機関の撤退等生活環境の厳しさの増大
地域医療構想における医療機能の集約化の議論

○ 質の高い地域医療サービスの提供
○ 医療連携体制の強化
○ 包括ケアシステムの推進、健康づくり
等生活改善、見守り
○ 安心、安全な生活環境の維持・確保
○ 高齢者の自立支援、集い、利便性、
生きがい
○ 地域資源活用、地域活性化、街づくり
等

県民の命と暮ら
しを守る
高齢者が生きが
いを持ち、安心
して暮らせる環
境づくり

役場、事業者等

３



へき地等地域医療支援事業（取組の方向性）

【現状と課題】
 中山間部に無医地区等が点在。
 三戸中央病院がへき地医療拠点病院として、無医地区等への巡回診
療を実施、町内を中心に訪問診療、訪問看護を展開。

 無医地区等では、人口減少、高齢化の進行により、通院困難な患者
や、退院後の在宅生活に不安を抱える患者（世帯）が増える可能性
がある。

【取組の方向性】
 多機能型車両の活用により、巡回診療、訪問診療等在宅医療の充実
を図っていく。

【期待される効果】
 通院困難患者や、退院後の在宅生活に不安を
抱える患者に対応
→住み慣れた地域で安心して医療を受けられる
環境、生活上の利便性を確保

【現状と課題】
 海岸線約70㎞に沿って集落が点在。
 町立の関診療所（大戸瀬）及び岩崎診療所（岩崎）、民間立の深浦
医院（深浦）があり、町立診療所は深浦地区に集約の方向。

 医療機能の集約（新診療所の整備、岩崎診療所の廃止、関診療所の
出張診療所化）を進める上で、自ら移動手段を持たない患者らの送迎体
制の充実が不可欠。

 地域の商店等の閉店により高齢者等の買い物支援も課題。

【取組の方向性】
 患者送迎用バスやタクシーの活用等により、町内の患者輸送をはじめとし
た移動支援体制の充実を図っていく。

【期待される効果】
 医療機能の集約に対応、買い物利便性の向上に期待
→患者輸送＋買い物支援等生活に密着した交通
体制の整備で、安心して医療を受けられる環境、
生活上の利便性を確保

三戸町

４


